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概 要 

教育理念 

看護は、生命の尊重と人間愛を基盤に成立するものである。そして看護の 

目的は、健康・不健康を問わず、人間個々がよりよい健康生活を送れるよう

に援助することである。その看護活動は人間関係を基盤にし、あらゆる健康

の段階にある対象の問題解決を図ることにある。そのための基礎的知識・技

術・態度を習得し、生涯学習の可能な看護の実践者を育成することが本校の

教育理念である。 

従って、基本方針は、青年期にある看護学生がその成長発達過程を達成で 

きるよう、教育的に関わることである。そうして深く人間性に根ざした看護

観を持ち、主体的かつ自主的に努力と課題達成にむけて生きていけるよう、

その関係性を重視した教育実践を行う。 

 

教育目的 

人間尊重の精神を教育理念の基調とし、学校教育法及び保健師助産師看護

師法に基づき、看護師として必要な知識及び技術を教授し、広く社会に貢献

できる有能な人材を育成する。 

 

教育目標 

（１）人間を尊重し、感性豊かな人間性を養う。 

（２）看護の対象である人間を理解するために科学的根拠に基づいた看護が 

実践できる基礎的能力を身につけることができる。 

（３）保健医療福祉チームの一員として看護の役割を認識し看護を実践する 

ことができ、調整者としてチームの連携を考えることができる。 

（４）専門職業人としての自覚をもち、主体的に学習に取り組み、自己啓発 

に努め看護を探求する態度を身につけることができる。 
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教育課程の構造図 
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看護の統合と実践 

 

 

 

 

在宅看護論 

 

医療安全 

卒業研究 

臨床看護実践 

国際看護と災害看護 

臨地実習 

在宅看護概論 

在宅看護援助論Ⅰ～Ⅱ 

臨地実習 
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野

Ⅱ 

成人看護学 

 

 

老年看護学 

 

 

小児看護学 

 

 

母性看護学 

 

 

精神看護学 

 

 

成人看護学概論 

成人看護学援助論Ⅰ～Ⅴ 

臨地実習 

老年看護学概論 

老年看護学援助論Ⅰ～Ⅱ 

臨地実習 

小児看護学概論 

小児看護学援助論Ⅰ～Ⅱ 

臨地実習 

母性看護学概論 

母性看護学援助論Ⅰ～Ⅱ 

臨地実習 

精神看護学概論 

精神看護学援助論Ⅰ～Ⅱ 

臨地実習 

 

基
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思考の基礎  教育学  統計学 

心理学  カウンセリング  情報科学 

英語Ⅰ・Ⅱ  社会学  生命倫理 

人間関係論  芸術と体育 

レクリエーション 
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分

野
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基礎看護学 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎看護学概論 

看護理論と看護管理 

看護研究 

基本援助技術Ⅰ・Ⅱ 

生活援助技術Ⅰ・Ⅱ 

フィジカルアセスメント 

看護過程 

臨床看護学総論 

臨地実習 

専

門

基

礎

分

野 

解剖生理学Ⅰ～Ⅴ  生化学   

病態治療論Ⅰ～Ⅶ 

微生物学  薬理学  医療概論   

公衆衛生学  社会福祉  関係法規 



 2023年度

授業科目・履修年次・履修時期・履修条件（学則第８条第２項）

前期 後期 前期 後期 前期 後期

思考の基礎（哲学・論理学） 1 30

教育学 1 30

統計学 1 30

心理学 1 30  

カウンセリング 1 30

情報科学 1 15

英語Ⅰ(日常英会話） 1 30

英語Ⅱ（医療英語・看護場面の英会話） 1 30

社会学 1 30

生命倫理 1 30

人間関係論 1 30

芸術と体育 1 30

レクリエーション 1 15

解剖生理学Ⅰ（人体の構造・生命現象の基本・免疫） 1 30

解剖生理学Ⅱ（呼吸器・循環器・血液） 1 30

解剖生理学Ⅲ（消化器・内分泌） 1 15

解剖生理学Ⅳ（腎・泌尿器・性・生殖器） 1 15

解剖生理学Ⅴ（運動器・脳神経・感覚器） 1 30

生化学 1 15

病態治療論Ⅰ（総論・血液） 1 30

病態治療論Ⅱ（呼吸器・循環器） 1 30

病態治療論Ⅲ（消化器及び外科疾患・腎・泌尿器） 1 30

病態治療論Ⅳ（内分泌・免疫） 1 30

病態治療論Ⅴ（運動器・脳神経） 1 30

病態治療論Ⅵ（感覚器） 1 30

病態治療論Ⅶ（リハビリテーション・栄養学） 1 30

微生物学 1 30

薬理学 1 30

医療概論 1 15

公衆衛生学 1 30

社会福祉 2 30

関係法規 2 30

基礎看護学概論 1 30

看護理論と看護管理 1 30

看護研究 1 30

基本援助技術Ⅰ 1 30

基本援助技術Ⅱ 1 30

生活援助技術Ⅰ 1 30

生活援助技術Ⅱ 1 30

フィジカルアセスメント 1 30

看護過程 1 30

臨床看護学総論 1 30

基礎看護学実習Ⅰ 1 45

基礎看護学実習Ⅱ 2 90

人
間
と
生
活

社
会
の
理
解

科
学
的
思
考
の
基
盤

基
礎
分
野

健
康
支
援
と

社
会
保
障
制
度

基
礎
看
護
学

疾
病
の
成
り
立
ち
と

回
復
の
促
進

人
体
の
構
造
と
機
能

専
門
基
礎
分
野

専
門
分
野
Ⅰ

履修条件（以下の科目を履修していることが必要）３年次教育内容 授業科目
履修年次・履修時期

単位 時間数 １年次 ２年次
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 2023年度

前期 後期 前期 後期 前期 後期

成人看護学概論 1 30

成人看護学援助論Ⅰ 1 30

成人看護学援助論Ⅱ 1 30

成人看護学援助論Ⅲ 1 30

成人看護学援助論Ⅳ 1 30

成人看護学援助論Ⅴ 1 15

成人看護学実習Ⅰ 2 90 基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ

成人看護学実習Ⅱ 2 90
基礎看護学概論　　　　基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学Ⅰ～Ⅴ　　 病態治療論Ⅰ～Ⅵ

成人看護学実習Ⅲ 2 90
基礎看護学概論　　　　基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学Ⅰ～Ⅴ　　 病態治療論Ⅰ～Ⅵ

老年看護学概論 1 30

老年看護学援助論Ⅰ 1 30

老年看護学援助論Ⅱ 2 45

老年看護学実習Ⅰ 2 90 基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ

老年看護学実習Ⅱ 2 90
基礎看護学概論　　　　　基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学Ⅰ～Ⅴ　　 　病態治療論Ⅰ～Ⅵ

小児看護学概論 1 30

小児看護学援助論Ⅰ 1 30

小児看護学援助論Ⅱ 2 45

小児看護学実習 2 90
基礎看護学概論　　　 　基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学Ⅰ～Ⅴ　　　病態治療論Ⅰ～Ⅵ

母性看護学概論 1 30

母性看護学援助論Ⅰ 1 30

母性看護学援助論Ⅱ 2 45

母性看護学実習 2 90
基礎看護学概論　　　　基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学Ⅰ～Ⅴ　　　病態治療論Ⅰ～Ⅵ

精神看護学概論 1 30

精神看護学援助論Ⅰ 1 30

精神看護学援助論Ⅱ 2 45

精神看護学実習 2 90
基礎看護学概論　　　　基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学Ⅰ～Ⅴ　　　病態治療論Ⅰ～Ⅵ

在宅看護概論 1 30

在宅看護援助論Ⅰ 1 30

在宅看護援助論Ⅱ 2 45

在宅看護論実習 2 90
基礎看護学概論　　　　基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学Ⅰ～Ⅴ　　　病態治療論Ⅰ～Ⅵ

医療安全 1 30

卒業研究 1 30

臨床看護実践 1 15 看護過程　　　基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ

国際看護と災害看護 1 30

看護の統合実習 2 90
成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　 老年看護学実習Ⅰ・Ⅱ
小児看護学実習  　　　　        母性看護学実習
精神看護学実習　　　　      　　在宅看護論実習

合計 97 3000

*履修時期（前期・後期）については変更になる場合があります
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基礎分野 １３（360）  本校１３（360） 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

基礎分野構築の考え方 

  

基礎分野は「専門基礎分野」および「専門分野」の基礎となる科目を設定する。すなわち「科学的

思考の基盤となる科目」、「人間と生活、社会の理解のための科目」から構成され、科学的、理論

的思考にもとづいた看護を実践できる能力を養うため、思考の基礎、教育学、統計学、心理学、

カウンセリング、情報科学とする。 

人間と生活、社会の理解については、看護の対象である人間の精神的側面と社会側面を幅広

く、深く理解できる内容とすると同時に、コミュニケーション能力を高め、国際化及び情報化に対

応できる能力を養えること、そして学生が人間性豊かに、主体的に行動できる内容とする。また

職務上の特殊性などから、人権の重要性が理解できる内容とする。科目として英語Ⅰ、英語Ⅱ、

社会学、生命倫理、人間関係論、芸術と体育、レクリエーションを設定した。 

 

教育内容 授業科目 単位 時間 

 

 

 

科学的思考の基盤 

 
 
 

６(165) 

思考の基礎（哲学・論理学） １ ３０ 

教育学 １ ３０ 

統計学 １ ３０ 

心理学 １ ３０ 

カウンセリング １ ３０ 

情報科学 １ １５ 

 
 
 
 

人間と生活、 

社会の理解 

 
 
 

７(195) 

英語Ⅰ（日常英会話） １ ３０ 

英語Ⅱ（医療英語・看護場面の英会話） １ ３０ 

社会学 １ ３０ 

生命倫理 １ ３０ 

人間関係論 １ ３０ 

芸術と体育 １ ３０ 

レクリエーション １ １５ 
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専門基礎分野 ２１（510）  本校２１（510） 

 
専門基礎分野構築の考え方 

 

専門基礎分野では「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」について、看護の対象であ

る人体のメカニズムを理解し、人間にとって呼吸をする、食べる、排泄するなどの日常生活は生命活動

につながる営みであることを学べる内容とする。特に病態治療論Ⅶ（リハビリテーション）において自立

にむけた看護援助ができるよう演習を取り入れた内容とする。微生物学において感染や薬理学におい

て医療安全との関連、栄養学において患者指導など臨床で活用の多いものを学ぶ内容とする。 

「社会保障制度と生活者の健康」については、人々の健康の保持増進をすすめ、生涯を通じて社会

資源を活用できるような知識や基礎的な能力を養うような内容とする。保健医療社会福祉について理

解を深めるため、医療概論・公衆衛生学・社会福祉・関係法規を設定した。 

 

 
教育内容 授業科目 単位 時間 

 

 

 

人体の構造と機能 

 

 

６（135） 

解剖生理学Ⅰ（人体の構造・生命現象の基本・免疫） １ ３０ 

解剖生理学Ⅱ（呼吸器・循環器・血液） １ ３０ 

解剖生理学Ⅲ（消化器・内分泌） １ １５ 

解剖生理学Ⅳ（腎・泌尿器・性・生殖器） １ １５ 

解剖生理学Ⅴ（運動器・脳神経・感覚器）  １ ３０ 

生化学 １ １５ 

 

 

 

 

疾病の成り立ちと 

回復の促進 

 

 

 

 

９（270） 

病態治療論Ⅰ（総論・血液） １ ３０ 

病態治療論Ⅱ（呼吸器・循環器） １ ３０ 

病態治療論Ⅲ（消化器及び外科疾患・腎・泌尿器） １ ３０ 

病態治療論Ⅳ（内分泌・免疫） １ ３０ 

病態治療論Ⅴ（運動器・脳神経） １ ３０ 

病態治療論Ⅵ（感覚器） １ ３０ 

病態治療論Ⅶ（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・栄養学） １ ３０ 

微生物学 １ ３０ 

薬理学                      １ ３０ 

 

健康支援と 

社会保障制度 

 

６（105） 

医療概論                      １ １５ 

公衆衛生学                     １ ３０ 

社会福祉                      ２ ３０ 

関係法規                      ２ ３０ 
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１. 授業科目  公衆衛生学 
 

２. 担当者名   
 

３. 配当年次等  ２年次   単位数：１  時間数：30 
 

４. 学習目的・目標 

目的 社会の変化と、人間の健康生活との関連を理解できる 

目標 ①公衆衛生の対象、方法、考え方を知り、看護もその役割を担うことを理解し説明できる。 

   ②健康指標を知り、集団の健康状態を把握した健康支援の必要性を理解できる。 

   ③生活環境の健康への影響を知り、環境の保全対策について理解できる。 

    ④ヘルスプロモーションを理解し説明できる。 

    ⑤地域、学校、産業の場における健康の保持増進を目指す保健活動を理解できる。   

５. 授業内容   〔＊１回は 1コマ（90分）の授業です〕 

第 1回 『公衆衛生』とは・第１～３次予防  

第 2回 疾病構造の変化①（～1950）  

第 3回  疾病構造の変化②（1950～）  

第 4回  健康の指標  

第 5回 感染症とその予防  

第 6回 生活習慣病    

第 7回 健康教育とヘルスプロモーション  

第 8回 地域保健活動・保健行政（含 保健所）  

第 9回  食品衛生・食中毒  

第10回 母子保健  

第11回  環境保健  

第12回  医療・介護の保障制度  

第13回 学校保健  

第14回 公害 （病）  

   第15回 産業保健  

   試験 

６. 授業形式 

   講義形式 

７. 視聴覚機器の活用 

  とくに使用しない     

８. 評価方法 

   ペーパーテスト（85％） レポート（15％） 

９. 教科書 

    わかりやすい公衆衛生学（ヌーヴェルヒロカワ） 、 国民衛生の動向（厚生労働統計協会） 

１０. 参考文献 

あゝ野麦峠   山本茂実 著（角川文庫） 

１１. 学生へのメッセージ 

    患者はもとより、全ての人の生活背景を理解できる看護者になってほしい。 
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１. 授業科目 関係法規 
 
２. 担当者名  
 

３. 配当年次等 ２年次  単位数：２  時間数：30 
 

４. 学習目的・目標 

目的  

看護に携わる者が、国民の健康を守り、与えられた職責を正しく遂行するために必要とされる 

看護関係法令及びわが国の保健医療福祉に関する諸制度について学ぶ。 

目標 

１．医療に係わる法体系を理解する。  

２．保健師助産師看護師法の目的と内容を理解する。  

３．看護職として必要な関係法令と看護の関係を理解する。  

４．医事や保健衛生、社会福祉等の関係法令の基本を理解する。 

５. 授業内容  〔＊１回は１コマ（90分）の授業です〕 

第 1回 関係法規を学ぶにあたって・医療環境の変化と看護 

第 2回 法の概念 

第 3回 保健師助産師看護師法① 

第 4回 保健師助産師看護師法② 

第 5回 看護師等人材確保促進法、守秘義務と個人情報保護法 

第 6回 病院の組織とチーム医療（医療関係等資格法） 

第 7回 医療の提供体制を定める医療法 

第 8回 看護をとりまく保健衛生法① 

    第 9回 看護をとりまく保健衛生法② 

    第10回 健康保険法をはじめとする社会保険各法 

    第11回 介護保険法① 

    第12回 介護保険法② 

    第13回 労働法を社会基盤整備、その他看護関係法令 

    第14回 多職種連携と関係法令 

    第15回 看護の現場で生かす関係法規 

試験  ６０分で実施 

６. 授業形式 

   講義形式 

７. 視聴覚機器の活用 

パソコン  ＤＶＤ 

８. 評価方法 

   筆記試験 

９. 教科書 

系統看護学講座 専門基礎分野 健康支援と社会保障制度(4)看護関係法令（医学書院） 

１０. 参考文献 

   必要に応じて紹介します 

１１. 学生へのメッセージ 

     「関係法規」と言うと「難しい」と思われがちですが、できるだけわかりやすい講義を心がけた

いと思います。内容は多岐にわたりますが日常生活や実習などにおける経験、マスメディアから

の見聞などと関連づけて理解しましょう。 
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専門分野Ⅰ １３（435）    本校１３（435） 
 

専門分野Ⅰ構築の考え方 

 

基礎、専門基礎分野で学んだ知識をもとに、医療をとりまく環境、看護の対象となるあらゆる健康状態、

あらゆる発達段階にある人々のそれぞれの特性を理解する。そして看護を実践するための基礎的な知

識・技術や看護理論について学び、対象がその人らしい生活を営めるよう支援できる能力を養うことを目

的とした。特にフィジカルアセスメント能力を強化するため科目を設定し、演習を多く取り入れることとした。 

臨地実習においては、学内の講義や演習で学んだ知識・技術を活用し、根拠に基づいた援助が実施で

きることを目的とした。段階的に基礎看護学実習Ⅰでは病院環境について理解を深めること、そして基礎

看護学実習Ⅱでは看護過程の展開を行い、日常生活の援助を行うことを目的とした。 

 

 

教育内容 授業科目 単位 時間 

基礎看護学  １３(４３５) 

基礎看護学概論 １ ３０ 

看護理論と看護管理 １ ３０ 

看護研究                       １ ３０ 

基本援助技術Ⅰ                     １ ３０ 

基本援助技術Ⅱ                     １ ３０ 

生活援助技術Ⅰ                     １ ３０ 

生活援助技術Ⅱ                     １ ３０ 

フィジカルアセスメント                 １ ３０ 

看護過程                        １ ３０ 

臨床看護学総論                     １ ３０ 

基礎看護学実習Ⅰ １ ４５ 

基礎看護学実習Ⅱ ２ ９０ 

 

  

＊「看護師教育の技術項目と卒業時の到達度」表における「到達度Ⅲ」の演習は必修のこと 
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基礎看護学 

 

目標 

１．看護の本質、理論を学び、社会の変化に対応できる思考の育成、看護の基本概念を 

とらえる。 

２．チーム医療及び他職種との協働の中で、看護師としてのメンバーシップ及びリーダーシ

ップを理解する。 

３．看護の対象である人間を人権意識に裏打ちされた感性で、総合的に理解する。 

４．看護実践の基礎となる基礎看護技術を理論的に理解し身につける。 

５．障害、疾患を持つ人に対して基本的援助を学ぶ。 

６．関連職種間の調整に必要なマネジメントの基本を理解する。 

 

構成： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎看護学概論      １単位（30時間） 

看護理論と看護管理    １単位（30時間） 

看護研究         １単位（30時間） 

基本援助技術Ⅰ      １単位（30時間） 

基本援助技術Ⅱ      １単位（30時間） 
講義 

１０単位（300時間） 

看護過程         １単位（30時間） 

臨床看護学総論      １単位（30時間） 

基礎看護学 

実習 

３単位（135時間） 

生活援助技術Ⅰ      １単位（30時間） 

生活援助技術Ⅱ      １単位（30時間） 

フィジカルアセスメント  １単位（30時間） 

基礎看護学実習Ⅰ     １単位（45時間） 

基礎看護学実習Ⅱ     ２単位（90時間） 

 

 

 



2023年度 

- 11 - 

 

１. 授業科目 看護理論と看護管理 

２. 担当者名    

３. 配当年次等 ３年次  単位数：１   時間数：30   

４. 学習目的・目標 

 目標 １．代表的な看護理論家とその業績について理解する 

 ２．看護実践における看護理論に活用について理解する。 

 ３．看護管理の基本を学び、専門職としての責任ある行動について理解する。 

 ４．看護管理の基本を学び、組織の中で責任ある行動について理解する。 

 ５．チーム医療及び他職種との協働の中で、メンバーシップ及びリーダーシップについて理解する。 

５. 授業内容  〔＊１回は１コマ（90分）の授業です〕 

第 1回  看護理論とは 看護理論の歴史   

第 2回  看護の諸理論の発展過程  

第 3回  看護の重要性 理論の活用  

第 4回  看護理論 GW （１）ナイチンゲール、ヘンダーソン、オレム、ロイ他  

第 5回  看護理論 GW （２）ナイチンゲール、ヘンダーソン、オレム、ロイ他     

第 6回  看護理論 GW  （３）プレゼンテーション準備  

第 7回  プレゼンテーション  

第 8回  プレゼンテーション  まとめ  

第 9回  看護とマネジメント（看護管理とは・看護の役割 他） 

看護ケアのマネジメント（患者の権利・安全管理 他）  

第10回  看護ケアのマネジメント（チーム医療・看護業務の実践 他） 

看護職のキャリアマネジメント  

第11回  看護サービスのマネジメント（１）  

第12回  看護サービスのマネジメント（２）  

第13回  マネジメントに必要な知識（１）  

第14回  マネジメントに必要な知識（２）  

第15回  看護を取り巻く諸制度・社会人になるということ   

試験  講師ごとに３０分で実施 
 

６. 授業形式  講義  グループワーク  レポート 
 

７. 視聴覚機器の活用 PowerPoint を用います。 
 

８. 評価方法 看護理論：筆記試験 40点 レポート 10点 

      看護管理：筆記試験 
 

９. 教科書 看護理論：城ヶ端初子：誰でもわかる看護理論（サイオ出版） 

     看護の基本となるもの（日本看護協会出版会） 看護覚え書（現代社） 

  看護管理：系統看護学講座 専門分野 看護の統合と実践(1)看護管理（医学書院） 
 

１０. 参考文献 看護学概論  看護関係法令  国民衛生の動向 看護職の倫理綱領など 

  その他授業中に随時紹介 
 

１１. 学生へのメッセージ 

    看護理論：看護の概念と理論の意味と重要性を知り、理論が看護実践に果たす役割について 

         学びましょう。 

看護管理：看護管理に必要な能力はみなさんが新人看護師になってからすぐに必要な能力が 

多いです。質の高い看護実践に向けて一緒に学びましょう。 
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専門分野Ⅱ ３８（1305）  本校３８（1305） 
 

専門分野Ⅱ構築の考え方 
 基礎、専門基礎分野、専門分野Ⅰで学んだ知識をもとに、医療をとりまく環境、看護の対象となる

あらゆる健康状態、あらゆる発達段階にある人々のそれぞれの特性を理解する。そして看護を実

践するための基礎的な知識・技術について学び、対象がその人らしい生活を営めるよう支援できる

能力を養うことを目的とした。 

「成人看護学」では終末期の看護の展開、「老年看護学」では生活機能の観点からアセスメントし

看護を展開すること、「精神看護学」では精神の健康の保持増進と精神障害時の看護を展開できる

ような内容を含み、実習前に看護展開の演習を行う。各領域の臨地実習において医療チームの一

員としての役割を学ぶ、保健医療福祉との連携、協働を通して、看護を実践できる能力を養う内容

とする。 

 

教育内容 授業科目 単位 時間 

成人看護学  １２（４３5） 

成人看護学概論                

成人看護学援助論Ⅰ              

成人看護学援助論Ⅱ              

成人看護学援助論Ⅲ               

成人看護学援助論Ⅳ              

成人看護学援助論Ⅴ             

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

30 

30 

30 

30 

30 

15 

成人看護学実習Ⅰ               

成人看護学実習Ⅱ               

成人看護学実習Ⅲ                

２ 

２ 

２ 

90 

90 

90 

老年看護学  ８（２８５） 

老年看護学概論               

老年看護学援助論Ⅰ              

老年看護学援助論Ⅱ  

１ 

１ 

２ 

30 

30 

45 

老年看護学実習Ⅰ               

老年看護学実習Ⅱ  

２ 

２ 

90 

90 

小児看護学  ６（1９５） 

小児看護学概論                

小児看護学援助論Ⅰ              

小児看護学援助論Ⅱ               

１ 

１ 

２ 

30 

30 

45 

小児看護学実習 ２ 90 

母性看護学  ６（1９5） 

母性看護学概論                 

母性看護学援助論Ⅰ               

母性看護学援助論Ⅱ              

１ 

１ 

２ 

30 

30 

45 

母性看護学実習 ２ 90 

精神看護学  ６（1９5） 

精神看護学概論                

精神看護学援助論Ⅰ              

精神看護学援助論Ⅱ             

１ 

１ 

２ 

30 

30 

45 

精神看護学実習 ２ 90 

 

＊「看護師教育の技術項目と卒業時の到達度」表における「到達度Ⅲ」の演習は必修のこと
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成人看護学 

 

 

 

構成： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目的 
成人期にある対象の特徴と健康の保持・増進の重要性を理解し、健康段階・障害に応じた

看護の基礎的な知識・技術・態度を学ぶ。 

目標 

１．成人期にある対象の身体的、精神的、社会的な特徴を理解することができる。 

２．成人期にある対象の生活と健康状態との関連性を理解することができる。 

３．成人期にある対象の健康に関する保健・医療の動向を理解することができる。 

４．成人期にある対象の多様な健康状態に対する基本的な看護を理解し、実践することが

できる。 

成人看護学概論 
１単位（30時間） 

成人看護学援助論Ⅰ １単位（30時間） 

成人看護学援助論Ⅱ １単位（30時間） 

成人看護学援助論Ⅲ １単位（30時間） 

成人看護学援助論Ⅳ １単位（30時間） 

成人看護学援助論Ⅴ １単位（15時間） 

成人看護学実習Ⅰ  ２単位（90時間） 

成人看護学実習Ⅱ  ２単位（90時間） 

成人看護学実習Ⅲ  ２単位（90時間） 

成人看護学 

講義 
６単位（165時間） 

実習 
６単位（270時間） 
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成人看護学実習 

 

成人看護学実習Ⅰ   ２（90） 

目標 

１．成人期の特徴をふまえた対象の理解をすることができる。 

１）対象、家族、スタッフやカルテから、常在条件における情報を収集することができる。 

２）対象の疾患と治療方針を理解し、必要な観察をおこなうことで、病理的状態における情報

を収集することができる。 

３）看護の基本的な構成要素ごとに情報を整理することができる。 

４）整理した情報を客観的に分析することができる。 

５）分析した結果に基づき、基本的欲求の充足状態および未充足状態を導き出すことができ

る。 

６）関連図を作成することで、対象の発達段階・疾患・治療をふまえた全体像を把握すること

ができる。 

７）健康段階に応じた優先順位をとらえることができる。 

２．健康段階・障害に応じた看護援助を実践する能力を養うことができる。 

１）とらえた優先順位を看護目標・計画に反映することができる。 

２）基本的欲求の未充足状態に対する看護目標を設定することができる。 

３）看護目標を達成するために必要な看護計画を立案することができる。 

４）対象の状態をふまえて、実施することができる。 

５）立案した看護計画を実施することができる。 

６）実施した結果を評価することができる。 

７）評価に基づき、看護計画を修正することができる。 

８）医療チームと協働する、看護の役割を理解することができる。 
 

内容 対象を受け持ち、看護過程を展開する。 

 

成人看護学実習Ⅱ  ２（90） 

目標 

１．成人期の特徴をふまえた対象の理解をすることができる。 

１）対象、家族、スタッフやカルテから、常在条件における情報を収集することができる。 

２）対象の疾患と治療方針を理解し、必要な観察をおこなうことで、病理的状態における情報

を収集することができる。 

３）看護の基本的な構成要素ごとに情報を整理することができる。 

４）整理した情報を客観的に分析することができる。 

５）分析した結果に基づき、基本的欲求の充足状態および未充足状態を導き出すことができ

る。 

６）関連図を作成することで、対象の発達段階・疾患・治療をふまえた全体像を把握すること

ができる。 

７）健康段階に応じた優先順位を決定することができる。 

２．急性期・回復期にある対象とその家族を理解し、急激な健康状態の破綻から回復を促進す 

るための看護援助を実施することができる。 

１）急性期・回復期にある対象とその家族の特徴を理解することができる。 

２）急性期にある対象に起こり得る合併症を予測し、継続的な観察をおこない、健康状態を

悪化させる要因を取り除く看護援助を実施することができる。 

３）退院後に起こり得る日常生活上の問題を予測し、対象の生活習慣をふまえた看護援助

を実施することができる。 

４）医療チームと協働し、看護の役割を遂行することができる。 
 

内容 急性期・回復期にある対象を受け持ち、看護過程を展開する。 
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成人看護学実習Ⅲ  ２（90） 

目標 

１．成人期の特徴をふまえた対象の理解をすることができる。 

１）対象、家族、スタッフやカルテから、常在条件における情報を収集することができる。 

２）対象の疾患と治療方針を理解し、必要な観察をおこなうことで、病理的状態における情報

を収集することができる。 

３）看護の基本的な構成要素ごとに情報を整理することができる。 

４）整理した情報を客観的に分析することができる。 

５）分析した結果に基づき、基本的欲求の充足状態および未充足状態を導き出すことができ

る。 

６）関連図を作成することで、対象の発達段階・疾患・治療をふまえた全体像を把握すること

ができる。 

７）健康段階に応じた優先順位を決定することができる。 

２‐１）慢性期にある対象とその家族を理解し、健康生活の慢性的な揺らぎの再調整を促すため 

    の看護援助を実施することができる。 

１）慢性期にある対象とその家族の特徴を理解することができる。 

２）慢性期にある対象のセルフケアの確立に向けて、対象の生活習慣をふまえた看護援助を

実施することができる。 

３）医療チームと協働し、看護の役割を遂行することができる。 

２‐２）終末期にある対象とその家族を理解し、人生の最期のときを支えるための看護援助を考 

えることができる。 

１）終末期にある対象とその家族の特徴を理解することができる。 

２）終末期にある対象とその家族の苦痛を緩和するための看護援助を考えることができる。 

３）終末期にある対象の残された生と生活の質を高めるため、対象の生活習慣をふまえた看

護援助を考えることができる。 

４）医療チームと協働し、看護の役割を遂行することができる。 

内容 慢性期、または終末期にある対象を受け持ち、看護過程を展開する。 
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老年看護学 
 

目的 
老年期にある対象の特徴を理解し、健康段階に応じた看護の基礎的な知識・技術・態 

度を学ぶ。 

目標 

１．老年期にある対象の身体的・精神的・社会的変化の特徴が理解することができる。 

２．老年期にある対象の健康問題と医療・保健・福祉の動向が理解することができる。 

３．老年期の看護の特徴と役割を理解することができる。 

４．老年期に起こりやすい日常生活上の障害を理解することができる。 

５．老年期にある対象とその家族への援助方法を理解し、実践することができる。 

６．老年期にある対象の特徴をふまえ生活機能の観点からアセスメントし看護を展開する 

   方法を理解し実践することができる。 

７．対象の生活史・価値観を尊重した態度を養うことができる。 

８．対象との関わりを通して自己の老年観を養うことができる。 

 

 

構成： 
 

 老年看護学概論 

１単位(30時間) 

 

 

 

 

 

 

 

 講義 
  ４単位(105時間) 

  老年看護学援助論Ⅰ 

   １単位(30時間) 
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 老年看護学援助論Ⅱ 

   ２単位(45時間) 

 

 

 

 

老年看護学 
  

  

 

 

 

 

  老年看護学実習Ⅰ 

  ２単位(90時間) 

 

  

 実習 
  ２単位(180時間) 

  

  

  老年看護学実習Ⅱ 

２単位(90時間) 
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老年看護学実習 
 

老年看護学実習Ⅰ ２(90） 

目標 

 

 

【施設・病院実習 ９０時間】 

１）高齢者の特徴と施設での日常生活の実際を知ることができる。 

（１）加齢に伴う変化を理解することができる。 

（２）高齢者の特徴をふまえたコミュニケーションを理解することができる。 

（３）高齢者の QOLについて考えることができる。 

２）高齢者の置かれている現状を知ることができる 

（１）高齢者と家族との関係性について、考えることができる。 

（２）保健・医療・福祉の役割および連携の実際を知ることができる。 

（３）施設の機能と役割を理解することができる。 

 

３）老年期の特徴をふまえた対象の理解をすることができる。 

（１）対象、家族、スタッフやカルテから、常在条件における情報を収集することが

できる。 

（２）対象、家族、スタッフやカルテから、病理的状態における情報を収集すること

ができる。 

（３）看護の基本的な構成要素ごとに情報を整理することができる。 

（４）整理した情報をもとに、加齢に伴う変化と疾患とを関連させた分析をすること

ができる。 

（５）分析した結果に基づき、基本的欲求の充足状態および未充足状態を導き出すこ

とができる。 

（６）関連図を作成することで、対象の発達段階をふまえた全体像を把握することが

できる。 

（７）基本的欲求の未充足状態に優先順位をつけることができる。 

 

４）老年期の特徴をふまえた日常生活援助を実施することができる。 

（１）基本的欲求の未充足状態に対する看護目標を設定することができる。 

（２）看護目標を達成するための期待される結果を設定することができる。 

（３）加齢に伴う変化を考慮した看護計画を立案することができる。 

（４）対象の状態をふまえて、実施の可否について判断することができる。 

（５）加齢に伴う変化を考慮し、立案した看護計画を実施することができる。 

（６）実施した結果を評価することができる。 

（７）評価に基づき、看護計画を修正することができる。 

（８）医療チームにおける看護の役割を理解することができる。 
 

内容 
〔施設〕施設で生活する対象の日常生活を見学または一部介助する。 

〔病院〕老年期にある対象を受け持ち、看護過程を展開する  
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老年看護学実習Ⅱ ２(90） 

目標 

１）老年期の特徴をふまえた対象の理解をすることができる。 

（１）対象、家族、スタッフやカルテから、常在条件における情報を収集することができる。 

（２）対象の疾患と治療方針を理解し、必要な観察を行うことで、病理的状態における情報

を収集することができる。 

（３）看護の基本的な構成要素ごとに情報を整理することができる。 

（４）整理した情報を客観的に分析することができる。 

（５）分析した結果に基づき、基本的欲求の充足状態および未充足状態を導き出すことがで

きる。 

（６）老年期にある対象の健康障害が生活に及ぼす影響について、理解することができる。 

（７）関連図を作成することで、対象の発達段階と老年期の特徴をふまえた全体像を把握す

ることができる。 

（８）健康段階に応じた優先順位を決定することができる。 

２）健康段階・障害に応じた生活機能と生活の質を考慮した看護援助を実践する能力を養う

ことができる 

（１）とらえた優先順位を看護目標・計画に反映することができる。 

（２）基本的欲求の未充足状態に対する看護目標を設定することができる。 

（３）看護目標を達成するために必要な看護計画を立案することができる。 

（４）対象の状態をふまえて、実施することができる。 

（５－１）退院後に起こり得る日常生活上の問題を予測した看護援助を実施することができ

る。 

（５－２）対象の生活史や価値観をふまえた看護援助を実施することができる。 

（６）実施した結果を評価することができる。 

（７）評価に基づき、看護計画を修正することができる。 

（８）医療チームと協働し、看護の役割を遂行することができる。  

内容 老年期にある対象を受け持ち、看護過程を展開する。 
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小児看護学 

 

目的 

・小児各期の特徴と成長・発達に応じた看護の必要性を理解し、様々な健康状態をもつ 

 小児とその家族に対する看護の基本的知識・技術・態度を学ぶ。 

・成長発達段階にある子どもとその家族を看護の対象として理解し、健康障害の有無に 

 かかわらず、子にとってより良い成長発達が遂げられるための看護能力を養う 

目標 

１．小児看護の対象を理解することができる。 

２．小児各期の成長・発達の特徴を理解することができる。 

３．小児の成長・発達を理解し、健康な日常生活を送るために必要な援助を理解することができ

る。 

４．小児看護の役割を理解することができる。 

５．小児の保健医療の動向、健康の諸問題を理解することができる。 

６．小児の成長・発達に応じた健康保持・増進の看護を理解することができる。 

７．小児が罹りやすい疾患を理解し、起こりやすい症状、検査、治療が理解でき看護にいかすこ

とができる。 

８．小児看護を実践するために必要な看護技術を習得することができる。 

９．様々な健康状態に応じた小児とその家族の看護を習得することができる。 

１０．小児を支える社会やサポートシステムについて理解することができる。 

１１．健康障害のある小児に対し看護を実践することができる。 
 

 

 

構成： 小児看護学概論 

１単位(30時間) 

 

 

 

 

 

 

 

 講義 
  ４単位(105時間) 

  小児看護学援助論Ⅰ 

１単位(30時間) 
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 小児看護学援助論Ⅱ 

２単位(45時間) 

 

 

 

 

小児看護学 
  

 

 

 

  

 

 実習 
  ２単位(90時間) 
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小児看護学実習 ２（90） 

 

目

的 
様々な場で生活する小児にとっての「健康とは」「成長とは」「家族とは」「生きるとは」何かを考えることができ

る 

目

標 

１）小児の成長・発達の特徴と、その課題を理解し、小児の生活と援助方法を学ぶことができる。 

（１）小児各期の成長・発達の特徴と、その課題を理解することができる。 

（２）小児各期の特徴に応じたコミュニケーションを取ることができる。 

（３）小児にとっての遊びの重要性を理解したかかわりをすることができる。 

（４）小児の日常生活を観察し「日常生活の自立と世話」の過程と支援の重要性を理解することができる。 

（５）集団保育における健康教育、安全指導の実際を理解することができる。 

（６）小児に関わる家族と保育現場との連携の実際を理解することができる。 

 

２）障害がある対象の成長発達段階を理解し、発達課題の達成に向けた援助を学ぶことが出来る。 

 （１）対象の特徴を理解することができる 

 （２）対象の発達段階に応じた援助・支援を考えることができる。 

 （３）対象にとっての安全・安楽とは何かを考えることができる 

（４）対象にとっての「健康とは」「成長とは」「生きるとは」何かを考えることができる。 

（５）家族に対して必要な支援は何かを考えることができる 

（６）対象を取り巻く医療、教育、福祉、の連携を理解することができる。 

３）様々な健康状態にある対象の特徴を理解し、看護を実践する能力を養うことができる。 

（１）健康障害が対象の成長・発達に与える影響について、理解することができる。 

（２）入院が対象や家族に与える影響について、理解することができる。 

（３）継続した看護の必要な対象と、その家族に対する援助の必要姓を理解することができる。 

（４）対象の発達段階に応じた援助の必要性と、安全・安楽の視点について理解することができる。 

（５）実施した結果を報告することができる。 

（６）対象の成長・発達・病態を考慮して関わることができる。 

 （７）家族の育児観・養育観を尊重した関わりを理解することができる。 

 （８）医療チームと協働し、看護の役割を遂行することができる。 

４）様々な健康状態にある対象に必要な看護技術を理解することができる。 

（１）対象の発達段階に応じた基本技術・検査・処置の援助を理解することができる。 

（２）対象の発達段階に応じたプレパレーション・ディストラクションの必要性を理解することができる。 

内

容 

障害の有無にかかわらず、子ども・対象の成長発達段階を理解し、子ども・対象や家族に対し必要な支

援とは何かを学ぶことができる。 
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母性看護学 
 

目的 

母性の看護に必要な基礎的な知識・態度を理解し、女性の一生を通じた健康の維持・

増進・疾病予防を目標に、対象に応じた看護実践を行う基本的な能力を養う。 

 

目標 

１．母性看護の目的と概念を学び、母性看護の意義と看護師の役割について理解する。    

２．新しい生命の誕生や生と生殖に関する倫理観について考える。 

３．母子の健康維持・増進に向けて母子及び家族への看護を理解する。 

４．母子の健康を守るためのサポートシステムを理解し、健康教育の実際を学ぶ。 

 

 

 

構成：      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母性看護学援助論Ⅱ 

２単位（45時間） 

実習 
２単位（90時間） 

講義 
４単位（105時間）   

母性看護学 

母性看護学援助論Ⅰ 

１単位（30時間） 

母性看護学概論 

１単位（30時間） 
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母性看護学実習 ２(90) 
 

目標 
マタニティサイクルにある対象に関わることにより母子とその家族を支えるための 

看護について、実践をとおして学ぶ 

内容 

１. マタニティサイクルにある対象や母子とその家族がよりよい健康生活を送るための支援に関

心を持つことができる 

 

２. 対象や家族の健康状態を捉え、健康を促進するための支援を考えることができる 

 

３. 実習をとおして、見学、実施した事柄や現象について振り返り、母性看護の役割と 

責任について考察することができる 

 

４. 対象の特性、分娩・産褥・新生児の経過に応じて、安全・安楽に留意して看護が実践 

できる 

 

５. 様々な人々と連携、協働し、妊娠、分娩、産褥、子育てまでを切れ目なく支援する 

必要性について理解することができる 

 

６. 生命の尊厳や、母性・父性について自己の考えを深めることができる 
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精神看護学 
 

目的 
人間の発達段階における精神看護の対象を理解し、精神に障害をもつ患者及び患者の 

家族に対する援助を実践するために必要な知識と技術を学ぶ。 

目標 

１．精神医療の歴史から精神保健医療の動向について理解し、これからの精神医療に  

 ついて考えることができる。 

２．人の心の発達と健康との関連及び心の健康を維持する重要性について学ぶ。 

３．精神に障害をもつ患者とその家族に対する理解を深め、援助方法を学ぶ。 

４．精神に障害をもつ患者の社会復帰は地域社会と結びついていることを理解し、保健、 

  医療、福祉との関連について学ぶ。 

 

 

構成： 
 

 精神看護学概論 

１単位(30時間) 

 

 

 

 

 

 

 

 講義 
   ４単位(105時間) 

  精神看護学援助論Ⅰ 

      １単位(30時間) 
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 精神看護学援助論Ⅱ 

     ２単位(45時間) 

 

 

 

 

精神看護学 
  

 

 

 

  

 

 実習 
   ２単位(90時間) 

 

 

  
 

 

 

  



2023年度 

- 24 - 
 

精神看護学実習 ２（90） 
 

 

 

１）精神に障害のある患者の理解を深めることができる。 

（１）生育歴、生活歴、発達課題、入院経過等から発症に至った経緯を理解することが

できる。 

（２）入院から受持ちまでの経過を理解することができる。 

（３）患者の精神症状を理解することができる。 

（４）患者の健康な精神活動を理解することができる。 

（５）患者の日常生活の過ごし方、セルフケアの自立状況を理解することができる。 

（６）患者の精神症状が日常生活に及ぼす影響について理解することができる。 

２）精神に障害のある患者への看護を理解することができる。 

（１）看護の基本的な構成要素ごとに、情報を整理することができる。 

（２）整理した情報をアセスメントし、全体像を把握することができる。 

（３）（１）、（２）を統合的に捉え、患者の日常生活上の問題を挙げることができる。 

（４）日常生活上の問題を解決するための看護計画を立案することができる。 

（５）立案した看護計画を実施することができる。 

（６）実施した結果は、患者の反応や行動を通して、評価、修正する必要があるという 

   ことを理解することができる。 

３）患者‐看護師関係の発展のプロセスについて、理解することができる。 

（１）患者‐看護師関係を成立、発展させながら、看護者として関わることができる。 

（２）プロセスレコードを用いて、自己および他者を理解することができる。 

（３）患者自身の思いや考えを尊重し、自己決定を促すための関わりができる。 

（４）治療的コミュニケーションの重要性を理解することができる。 

４）精神科看護における看護師の役割を理解することができる。 

（１）生活の場・治療の場として、精神科病棟の特殊性を理解することができる。 

（２）患者を取り巻く医療チームとその役割について、理解することができる。 

（３）患者の社会復帰に向けてのサポートシステムを理解することができる。 

（４）地域社会で暮らす精神に障害のある人の生活を支援するためのシステムを理解す

ることができる。 

 

内容 
 

１．精神疾患を持つ患者を受け持ち、看護過程を展開する。 
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統合分野 １２（390）    本校１２（390） 

 

統合分野構築の考え方 

基礎、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱで学んだ知識をもとに、医療をとりまく環境、看護の

対象となるあらゆる健康状態、あらゆる発達段階にある人々のそれぞれの特性を理解する。そして看

護を実践するための基礎的な知識・技術について学び、対象がその人らしい生活を営めるよう支援で

きる能力を養うことを目的とした。 

統合分野は「在宅看護論」と「看護の統合と実践」から構成される。「在宅看護論」は在宅で生活する

すべての人々に対する看護のための学習内容を幅広く位置づけた。 

 臨地実習においては、学内の講義や演習で学んだ知識・技術を統合し、根拠に基づいた援助が現場

で実施できることを目的とした。段階的に基礎看護学実習Ⅰで病院環境と対象である患者について理

解を深めること、そして基礎看護学実習Ⅱでは対象者への日常生活の援助ができることを目的とした。

さらに成人看護学の実習において、領域実習に出る前段階として看護過程を展開できる実習とし、領

域実習では看護のあらゆる対象を理解し看護を実践できることを目的とした。 

 
 教育内容 授業科目 単位 時間 

在宅看護論  ４(105) 

在宅看護概論      １ ３０ 

在宅看護援助論Ⅰ                     １ ３０ 

在宅看護援助論Ⅱ                     ２ ４５ 

看護の統合と実践  ４(105) 

医療安全                 １ ３０ 

卒業研究                    １ ３０ 

臨床看護実践                  １ １５ 

国際看護と災害看護           １ ３０ 

臨地実習  

在宅看護論   ２(90) 在宅看護論実習 ２ ９０ 

看護の統合と実践 ２(90) 看護の統合実習 ２ ９０ 

 

 ＊「看護師教育の技術項目と卒業時の到達度」表における「到達度Ⅲ」の演習は必修のこと 
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在宅看護論 

目的 

在宅看護の対象を理解し、地域包括ケアシステムにおける在宅看護のあり方、地域

療養を支える制度・社会資源の活用方法と看護職の役割を学ぶ。そして、訪問看護の

実際を見学・体験することで、療養者の健康維持・増進を図るための援助方法や他職

種との連携の方法を学ぶ。 

目標 

１．在宅看護の役割・機能を理解する。 

２．在宅看護の対象者と家族を理解する。 

３．地域で療養する対象を支えるために、社会資源の活用や地域との連携などケアマネジ

メントの必要性と継続看護の重要性を理解する。 

４．地域療養を支える制度や看護職の役割、多職種連携の必要性を理解する。 

５．在宅療養を支える訪問看護の特徴や看護の実際を理解する。 

６．対象のセルフケア能力を高めるための援助方法や技術、ニーズに基づく生活の支援

方法を理解する。 

 

 

構成： 
 

       在宅看護概論 
１単位（30時間）        

        

   在宅看護論 
４単位（105時間） 

    

       

        

       在宅看護援助論Ⅰ 
１単位（30時間）        

在宅看護論 
       

       

       在宅看護援助論Ⅱ 
２単位（45時間）        

        

   在宅看護論実習 
２単位（90時間） 
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在宅看護論実習  ２（90） 

 

目的 在宅看護の必要性や看護の役割を理解し、地域における在宅ケアの在り方を学ぶ 

目標 

 

 

１）訪問看護を通して、在宅で療養している対象とその家族への支援や援助の必要性を理

解することができる。 

（１）健康問題を引き起こした原因を考え、現在の健康状態を理解することができる。 

（２）健康問題とそのレベルを考え、安全に安心して生活が送れるよう援助や支援の方法

を考えることができる。 

（３）障害のレベルを低下させる因子を明確にし、予防する方法を考えることができる。 

（４）健康問題及び介護力にあわせた社会資源の活用方法を考えることができる。 

（５）家族や対象をとりまく人々に対し、支援の必要性を理解することができる。 

（６）地域に住む対象の生活背景を理解し、その人らしく自立した生活ができるような支

援を考えることができる。 

２）地域療養を支える在宅看護の役割と機能や、地域包括ケアシステムの実際を理解する

ことができる。 

（１）在宅療養の場における自立支援の重要性と在宅看護の役割が理解できる。 

（２）対象の問題に合わせて連携すべき他職種とは何かを理解し、その必要性と方法を理

解することができる。 

（３）在宅ケアチームメンバーとパートナーシップをもって協働するなかで、看護職の役

割を理解することができる。 

（４）在宅療養者を支える保健・医療・福祉の重要性と連携の必要性を理解することがで

きる。 

（５）介護保険、その他の法制度の実際の利用状況を見ることで、その制度の必要性と活

用方法を理解することができる。 

（６）地域支援事業を理解するとともに、災害・緊急時の連絡および支援体制を理解する

ことができる。 

内容 
１日１～２名、３週間で８名程度、在宅で療養する利用者宅を担当看護師とともに訪問する。

そのうち、訪問した利用者１名に対しアセスメント・問題点を抽出し、対象とその家族に合

わせた支援の方法を考える。 

 

  



2023年度 

- 28 - 

 

看護の統合と実践 
 

目的 

看護における研究的な態度を身につけ、組織の一員として看護に関わること、臨床に近

い状況において、より安全で総合的な判断・対応ができるか総合的評価を行い、時代の

変化に伴い看護の領域が国際的な広がりをみせていることを理解し、災害時における看

護活動に対応できる基礎的知識を身につける 

目標 

１．医療事故の重大性や危険性を予測し、確実に予防する知識を養う。 

２．研究（ケーススタディ）をまとめることができる。  

３．臨床に近い状況において、より安全で総合的な判断・対応ができる。  

４．災害による社会の変化と課題ならびに看護の役割を理解し、看護活動に参加できる

基礎的な知識、技術を身につける。  

５．国・地域・民族など文化の違いにより望むケアが異なることや、患者や住民を理解し、

その文化に適したケアを提供できる基礎的知識を身につける。 

 

 

 

構成： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

講義 
４単位（105時間） 

医療安全          １単位（30時間） 

卒業研究          １単位（30時間） 

臨床看護実践       １単位（15時間） 

国際看護と災害看護   １単位（30時間） 

看護の統合と 

実践 

看護の統合と実践 

２単位（90時間） 

実習 
２単位（90時間） 
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１. 授業科目  卒業研究 
 

２. 担当者名  
 

３. 配当年次等 ３年次  単位数：1  時間数：30 

 

４. 学習目的・目標 

目的 

 ケーススタディをまとめ、発表することができる。 

 

目標 
１．研究計画書を作成することができる。 

２．ケーススタディをまとめることができる。 

３．発表原稿をまとめることができる。 

４．ケーススタディを発表することができる。 

 

５. 授業内容  〔＊１回は１コマ（90分）の授業です〕 

第 1回  ケーススタディの進め方 

第 2 ～11回  研究計画書作成 文献検索 

第12・13回  ケーススタディをまとめる 

第14・15回  発表 

 

６. 授業形式 

  講義  個別指導 

 

 

７. 視聴覚機器の活用 
  パソコン 

 

８. 評価方法 

 研究計画書 ケーススタディ 

 

 

９. 教科書 
  わかりやすいケーススタディの進め方 （照林社） 

   誰でもわかる看護理論 （サイオ出版） 

 

１０. 参考文献 
 早川和生：看護研究の進め方 論文の書き方 (医学書院)  

 

 

１１. 学生へのメッセージ 
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１. 授業科目 国際看護と災害看護 
 

２. 担当者名  

 

３. 配当年次等 3年次  単位数：1  時間数：30 

 

４. 学習目標 

目標  

 １. 国際看護の概念を理解する 

 ２. 世界の健康問題を理解する 

 ３. 文化が異なることによるケアの違いを理解する 

 ４. 国際看護活動の展開について理解する 

  ５．災害看護：災害時に支援できる看護の基礎的な知識について、理解することができる 

５. 授業内容  〔＊１回は１コマ（90分）の授業です〕 

第 1回 国際看護とは  

第 2回 世界の健康問題：人口問題、先進国と発展途上国の格差  

第 3回 世界の健康問題：疾病負担からみた優先問題、感染症他  

第 4回 ミレニアム開発目標と国際協力  

第 5回 プライマリ・ヘルスケア  国際看護の基本概念  

第 6回 異文化看護  在日外国人の看護  

第 7回 国際看護活動の展開  

第 8回 災害看護とは  

   第 9回 トリアージとは （講義）  

   第10回 トリアージタグの書き方（演習）  

   第11回 災害サイクルと救護活動 （講義）  

   第12回 災害サイクルと救護活動 （病院作り）  

   第13回     〃       （演習）  

   第14回 災害活動の実際  （東日本大震災救護活動）  

   第15回 災害関連の法律・クラッシュシンドロームなど（災害時の特徴的な疾患）  

試験   各講師ごとに ３０分で実施 

６. 授業形式 
   講義、グループワーク、演習 

７. 視聴覚機器の活用 
パソコン（パワーポイント） DVDを鑑賞します 

８. 評価方法 
   筆記試験 

９. 教科書 

系統看護学講座 専門分野 看護の統合と実践(3)災害看護学・国際看護学（医学書院） 

系統看護学講座 専門分野 基礎看護学(1)看護学概論（医学書院） 

１０. 参考文献 

１１. 学生へのメッセージ 

   災害看護：災害はいつ起こるか解りません、どのような状況下で遭遇するか解らない災害に対し、 

意識を高め、災害時対応が出来るように、少しでも災害看護に興味を持ってもらえた 

らと思います。演習を交え、体験しながら学んで頂けたらと思います。 
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看護の統合実習  ２（90） 
 

目的 
既習の知識・技術を統合させながら、看護チームの一員として行動することにより

看護実践能力を養う 

目標 

１． 病棟の看護チームにおけるメンバー、リーダーの役割を通して看護の実際が理解でき

る 

２． 複数患者の情報収集を行い、その日に実践する看護の内容と根拠がわかり、優先順

位と時間管理について理解することができる 

３． その日の看護実践を振り返り、評価、修正について報告、相談することができる 

４． 病棟看護師長の役割を理解し、病棟管理の実際や他部門との調整等の見学を通して

看護管理の実際を学ぶ 

５． 病棟における医療安全の実際を知る事ができる 

６． 夜間における患者の状況や看護の実際が理解できる 

７． 外来における看護の実際を知ることができる 

内容 

＜管理実習＞ 

 オリエンテーションを受け、病棟師長の役割を見学する 

＜リーダー実習＞ 

  リーダーと共に行動し、チームリーダーの役割の実際を見学する 

＜夜間実習＞ 

  夜間における看護の実際を見学する 

＜チームメンバー実習＞ 

  チームメンバーについて援助を見学または指導下で実施し、援助の実際、業務調整の 

方法や優先度の決め方を学ぶ 

＜複数受け持ち実習＞ 

  患者２名を受け持ち看護の方向性や必要な援助を考え、指導のもとに援助を実施する 

＜外来実習＞ 

  外来看護の実際を見学する 
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